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監 査 公 表
監査公表第３号
　地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき管理者から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容 
を公表する。
　　平成２３年７月１５日

名古屋港管理組合監査委員　�　田　真　人　
同　　　　　　　　　　　　宮　島　寿　男　
同　　　　　　　　　　　　吉　井　信　雄　

　平成２３年監査公表第１号分

措　　　　　置監　査　結　果

�　指摘事項
〈支出事務〉
ア　超過勤務手当において、未支給及び過支給となって
いるものがあった。
　該当箇所　企画調整室、総務部、港営部

イ　休日給において、過支給となっているものがあった。
　該当箇所　企画調整室

ウ　在勤地出張に係る旅費において、未支給となってい
るものがあった。
　該当箇所　企画調整室

〈事務管理〉
　今年度から導入した「庶務事務システム」のシステム
不具合により、超過勤務手当における未支給及び過支給
の発生が見受けられた。必要なシステムの改善を行う
と共に、操作方法を一層周知することにより、適正かつ
適切な運用に努められたい。
　該当箇所　総務部

�　指摘事項
〈支出事務〉
　ア　企画調整室

　未支給については、平成２３年２月２日に追給の措置
を講じた。
　今後の防止改善策として、関係規定等の周知を図り、
複数職員による確認を行うこととする。

総務部
　過支給については、平成２３年２月２日に戻入の措置
を講じた。
　今後の防止改善策として、関係規定等の周知を図り、
複数職員による確認を行うこととする。

港営部
　未支給については、平成２３年３月１日に追給の措置
を講じた。過支給については、平成２３年３月１日に戻
入の措置を講じた。
　今後の防止改善策として、関係規定等の周知を図り、
複数職員による確認を徹底する。

イ　過支給については、平成２３年２月４日に戻入の措置
を講じた。
　今後の防止改善策として、関係規定等の周知を図り、
複数職員による確認を行うこととする。

ウ　未支給については、平成２３年１月１２日に追給の措置
を講じた。
　今後の防止改善策として、関係規定等の周知を図り、
複数職員による確認を行うこととする。

〈事務管理〉
　システムの不具合については、既にプログラムの修正
を行った。今後は、適正な運用が図られるよう、運用上
分かりにくい部分については適宜改善を行うとともに、
職員に対しても庁内ホームページ等を利用し、操作方法
の周知を徹底するように努める。
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　平成２３年監査公表第２号分
　（名古屋港利用促進協議会）

発行所　名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合

�　注意事項
〈契約事務〉
　業務委託契約について、仕様書とは異なる請求を受け
付けているものがあったので、適正に執行されるよう留
意されたい。
　該当箇所　港営部

�　注意事項
〈契約事務〉
　業務委託契約については、仕様書の業務内容を十分精
査し、仕様書の見直しを含めて適正に取り扱っていくこ
ととする。

措　　　　　置監　査　結　果

注意事項
ア　契約事務手続について、規程はあるものの、随意契約
が可能な限度額については定めがなされていないので、
限度額を含め随意契約についての条件を定められたい。

イ　物品はすべて消耗品として整理されているので、備品
に類するものの管理が適切に行えるよう、規程などで明
文化するよう検討されたい。

ウ　事務決裁規程について、重要な事項の決裁についても
口頭承認による運用が見られるため、内部統制を図るた
めにも、書面による運用を検討されたい。

注意事項
ア　随意契約が可能な限度額については、名古屋港管理組
合に準拠し、適切な運用が出来るように検討を図り見直
しを行う。

イ　物品の区分を定義し、適切な備品管理が行えるように
規程を見直した。

ウ　重要な事項の決裁について、書面による運用が図られ
るように、事務手続きの検討を行う。


